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青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
規
則 

 

（
平
成
二
十
年
三
月
二
十
七
日
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
規
則
第
五
号
） 

改
正 

平
成
二
三
年 

六
月
二
九
日
規
則
第 

六
号 

平
成
二
四
年 

七
月
一
一
日
規
則
第 

六
号 

平
成
二
五
年 

七
月
三
一
日
規
則
第 

五
号 

平
成
二
六
年 

八
月 

五
日
規
則
第
一
〇
号 

平
成
二
七
年 

八
月
二
一
日
規
則
第 

八
号 

平
成
二
八
年 

八
月
一
六
日
規
則
第 

八
号 

平
成
二
九
年 

九
月
一
三
日
規
則
第 

六
号 

平
成
三
〇
年 

九
月
一
九
日
規
則
第 

二
号 

令
和 

元
年
一
〇
月
三
一
日
規
則
第 

三
号 

令
和 

二
年 

五
月
二
五
日
規
則
第 

三
号 

令
和 

二
年 

六
月
二
五
日
規
則
第 

四
号 

令
和 

二
年 

八
月
二
一
日
規
則
第 

五
号 

令
和 

二
年 

九
月 

二
日
規
則
第 

六
号 

令
和 

二
年
一
二
月 

三
日
規
則
第 

八
号  

（
趣
旨
） 

第
一
条 

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
（
以
下
「
広
域
連
合
」
と
い
う
。
）
が
行
う
後
期
高
齢
者
医
療
に
つ
い
て
は
、
法
令
及
び
青
森
県
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
条
例
第
二
十
九
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
の
ほ
か
、
こ
の
規

則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 
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（
障
害
認
定
申
請
の
撤
回
） 

第
二
条 

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
九
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第

八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
撤
回
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
障
害
認
定
申
請
撤
回
書
（
第
一
号
様
式
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

（
被
保
険
者
証
の
有
効
期
限
） 

第
三
条 

施
行
規
則
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
証
の
有
効
期
限
は
、
平
成
二
十
一
年
及
び
平
成
二
十
一
年
か
ら
起
算
し
て
二
の
倍
数

の
年
を
経
過
し
た
ご
と
の
年
の
七
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
広
域
連
合
長
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
別
に
有
効
期
限
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
資
格
取
得
又
は
喪
失
の
証
明
に
係
る
申
請
） 

第
四
条 

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
二
条
に
よ
る
後
期
高
齢
者

医
療
の
被
保
険
者
の
資
格
の
取
得
の
時
期
又
は
法
第
五
十
三
条
に
よ
る
資
格
を
喪
失
し
た
時
期
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
後

期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
資
格
（
取
得
・
喪
失
）
証
明
書
交
付
申
請
書
（
第
二
号
様
式
）
を
広
域
連
合
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
障
害
認
定
等
の
証
明
に
係
る
申
請
） 

第
五
条 

法
第
五
十
条
第
二
号
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
こ
と
又
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。）

第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
こ
と
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
認
定
証
明
書
交
付
申
請
書
（
第
三
号
様
式
）
を
広
域
連
合
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
負
担
区
分
等
の
証
明
に
係
る
申
請
） 

第
六
条 

法
第
六
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
一
部
負
担
金
の
割
合
及
び
施
行
令
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
の
区
分
の
証
明
書

の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
負
担
区
分
等
証
明
書
交
付
申
請
書
（
第
四
号
様
式
）
を
広
域

連
合
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
証
明
に
係
る
申
請
） 

第
七
条 

法
第
九
十
九
条
第
二
項
に
定
め
る
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で
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あ
っ
た
証
明
書
交
付
申
請
書
（
第
五
号
様
式
）
を
広
域
連
合
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
一
部
負
担
金
の
減
額
、
免
除
及
び
徴
収
猶
予
の
申
請
） 

第
八
条 

施
行
規
則
第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
減
免
等
申
請
書
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

一 

収
入
見
込
申
告
書
（
第
六
号
様
式
） 

二 

り
災
証
明
書 

三 

そ
の
他
必
要
な
証
明
書
類 

（
一
部
負
担
金
の
減
額
、
免
除
及
び
徴
収
猶
予
の
取
消
し
） 

第
九
条 

広
域
連
合
長
は
、
一
部
負
担
金
の
減
額
、
免
除
及
び
徴
収
猶
予
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
と
き
は
、
当
該
一
部

負
担
金
の
減
額
、
免
除
及
び
徴
収
猶
予
の
一
部
又
は
全
部
に
つ
い
て
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

虚
偽
の
申
請
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
一
部
負
担
金
の
減
額
、
免
除
及
び
徴
収
猶
予
を
受
け
た
場
合 

二 

一
部
負
担
金
の
減
額
、
免
除
及
び
徴
収
猶
予
を
受
け
た
理
由
が
消
滅
し
た
場
合 

（
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
被
害
の
届
書
） 

第
十
条 

施
行
規
則
第
四
十
六
条
に
規
定
す
る
届
書
は
、
第
三
者
行
為
に
よ
る
被
害
届
（
第
七
号
様
式
）
と
す
る
。 

（
葬
祭
費
） 

第
十
一
条 

条
例
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
葬
祭
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
死
亡
し
た
被
保
険
者
の
被
保
険
者
証
又
は
被
保
険
者
資
格
証

明
書
及
び
死
亡
を
証
明
す
る
書
類
を
添
え
て
広
域
連
合
長
に
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
保
険
料
の
徴
収
猶
予
） 

第
十
二
条 

条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
の
徴
収
猶
予
を
す
る
場
合
に
は
、
第
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
理
由
に
よ
る
場
合
に
限
り
、

当
該
保
険
料
に
つ
い
て
徴
収
を
猶
予
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

徴
収
猶
予
の
対
象
と
な
る
保
険
料
は
、
条
例
第
十
九
条
第
二
項
の
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
日
以
後
の
日
を
納
期
限
と
す
る
保
険
料
と
す
る
。 

（
保
険
料
の
徴
収
猶
予
の
申
請
） 
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第
十
三
条 

条
例
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
理
由
を
証
明
す
る
書
類
と
は
、
り
災
証
明
書
、
所
得
証
明
書
、
給
与
明
細
書
、
収
入
証
明
書
、
収

入
見
込
申
告
書
そ
の
他
広
域
連
合
長
が
申
請
の
内
容
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
と
す
る
。 

（
保
険
料
の
徴
収
猶
予
の
取
消
し
） 

第
十
四
条 
広
域
連
合
長
は
、
保
険
料
の
徴
収
猶
予
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
と
き
は
、
当
該
保
険
料
の
徴
収
猶
予
の
一

部
又
は
全
部
に
つ
い
て
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

虚
偽
の
申
請
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
保
険
料
の
徴
収
猶
予
を
受
け
た
場
合 

二 

保
険
料
の
徴
収
猶
予
を
受
け
た
理
由
が
消
滅
し
た
場
合 

（
保
険
料
の
減
免
） 

第
十
五
条 

条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
を
減
免
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

被
保
険
者
又
は
そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
の
所
有
に
係
る
住
宅
、
家
財
又
は
そ
の
他
の
財
産
に
つ
き
、
災
害
に
よ
り
受
け
た
損
害
の
金
額

（
保
険
金
、
損
害
賠
償
金
等
に
よ
り
補
て
ん
さ
れ
る
べ
き
金
額
を
除
く
。
）
が
そ
の
住
宅
、
家
財
又
は
そ
の
他
の
財
産
の
価
格
の
十
分
の
三
以

上
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
の
前
年
（
一
月
か
ら
三
月
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
前
々
年
。
以
下
同
じ
。
）
中
の
合
計
所
得
金
額
に
応

じ
、
次
の
表
の
区
分
に
よ
る
。 

 

 

五
百
万
円
を
超
え
七
百
五
十
万
円
以
下

で
あ
る
と
き 

五
百
万
円
以
下
で
あ
る
と
き 

前
年
の
合
計
所
得
金
額 

 

四
分
の
一 

二
分
の
一 

損
害
の
程
度
が
十
分
の
三
以
上
十
分
の
五
未
満

の
と
き 

 

二
分
の
一 

全
部 

損
害
の
程
度
が
十
分
の
五
以
上
の
と
き 
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二 
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
が
死
亡
し
た
こ
と
若
し
く
は
心
身
に
重
大
な
障
害
を
受
け
た
こ
と
若
し
く
は
長
期
間
入
院
し
た
こ
と
に

よ
り
、
そ
の
者
の
当
該
年
の
収
入
額
の
見
積
も
り
が
前
年
中
の
収
入
額
の
十
分
の
三
以
上
減
少
し
た
と
き
又
は
事
業
及
び
業
務
の
休
廃
止
、
事

業
に
お
け
る
著
し
い
損
失
、
失
業
等
に
よ
り
、
そ
の
者
の
当
該
年
の
合
計
所
得
金
額
の
見
積
額
が
前
年
中
の
合
計
所
得
金
額
の
十
分
の
三
以
上

減
少
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
の
前
年
中
の
合
計
所
得
金
額
に
応
じ
、
次
の
表
の
区
分
に
よ
る
。 

 

三 

干
ば
つ
、
冷
害
、
凍
霜
害
等
に
よ
る
農
作
物
の
不
作
に
よ
る
減
収
額
（
農
作
物
の
減
収
価
額
か
ら
農
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
百
八
十
五
号
）
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
農
作
物
共
済
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
又
は
不
漁
に
よ
る
減
収
額
（
減
収
額
か
ら
漁
業
災
害
補

償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
共
済
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
が
平
年
に
お
け
る
当
該
農
作
物
又

は
漁
獲
物
に
よ
る
収
入
額
の
合
計
額
の
十
分
の
三
以
上
で
あ
る
場
合
（
前
年
中
の
合
計
所
得
金
額
の
う
ち
農
業
所
得
又
は
漁
業
所
得
以
外
の
所

得
が
四
百
万
円
を
超
え
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
保
険
料
の
額
（
当
該
年
度
分
の
保
険
料
の
額
に
前
年
中
に
お
け
る
農
業
所
得
又
は

漁
業
所
得
の
金
額
と
そ
の
他
の
所
得
の
金
額
で
あ
ん
分
し
て
得
た
割
合
の
う
ち
、
農
業
所
得
又
は
漁
業
所
得
に
係
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
）

七
百
五
十
万
円
を
超
え
千
万
円
以
下
で

あ
る
と
き 

八
分
の
一 

四
分
の
一 

 

七
百
五
十
万
円
を
超
え
千
万
円
以
下
で

あ
る
と
き 

五
百
万
円
を
超
え
七
百
五
十
万
円
以
下

で
あ
る
と
き 

五
百
万
円
以
下
で
あ
る
と
き 

前
年
の
合
計
所
得
金
額 

八
分
の
一 

四
分
の
一 

二
分
の
一 

減
少
の
程
度
が
十
分
の
三
以
上
十
分
の
五
未
満

の
と
き 

四
分
の
一 

二
分
の
一 

全
部 

減
少
の
程
度
が
十
分
の
五
以
上
の
と
き 
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に
つ
い
て
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
の
前
年
中
の
合
計
所
得
金
額
に
応
じ
、
次
の
表
の
区
分
に
よ
る
。 

 

四 

第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
っ
て
減
免
す
べ
き
保
険
料
の
額
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
前
号
の
規
定
に
よ
る
減
免
の
額
に
つ
い
て
は
、
次

の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
額
が
負
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
限
度
額
は
零
と
す
る
。 

算
式 

   

算
式
の
符
号 

Ａ 

第
三
号
に
規
定
す
る
農
業
所
得
又
は
漁
業
所
得
に
係
る
保
険
料
の
額
の
う
ち
、
条
例
第
二
十
条
第
二
項
の
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
日
以

後
に
納
期
の
末
日
が
到
来
す
る
も
の 

Ｂ 

第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
っ
て
減
免
す
べ
き
保
険
料
の
額 

七
百
五
十
万
円
を
超
え
千
万
円
以
下
で
あ
る
と
き 

五
百
五
十
万
円
を
超
え
七
百
五
十
万
円
以
下
で
あ
る
と
き 

四
百
万
円
を
超
え
五
百
五
十
万
円
以
下
で
あ
る
と
き 

三
百
万
円
を
超
え
四
百
万
円
以
下
で
あ
る
と
き 

三
百
万
円
以
下
で
あ
る
と
き 

前
年
の
合
計
所
得
金
額 

十
分
の
二 

十
分
の
四 

十
分
の
六 

十
分
の
八 

全
部 

減
免
の
割
合 

 

Ａ
－
Ｂ
×
（
Ａ
／
Ｃ
）
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Ｃ 

当
該
年
度
分
の
保
険
料
の
額
の
う
ち
、
条
例
第
二
十
条
第
二
項
の
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
日
以
後
に
納
期
の
末
日
が
到
来
す
る
も
の 

五 

第
一
号
か
ら
第
三
号
に
該
当
し
な
い
場
合
で
条
例
第
二
十
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
広
域
連
合
長
が
特
別
の
事
情
が
あ
る
と

認
め
た
と
き
は
、
広
域
連
合
長
が
定
め
る
額
を
減
免
す
る
。 

２ 

減
免
の
対
象
と
な
る
保
険
料
は
、
条
例
第
二
十
条
第
二
項
の
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
日
以
後
の
日
を
納
期
限
と
す
る
保
険
料
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
当
該
年
度
に
お
け
る
保
険
料
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
と

き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。 

（
災
害
等
発
生
日
の
特
例
） 

第
十
六
条 

一
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
発
生
し
た
災
害
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
の
四
月
一
日
に
当
該
災
害
が
発
生
し
た
も
の
と
み
な
し

て
、
第
十
二
条
及
び
前
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

（
保
険
料
の
減
免
の
申
請
） 

第
十
七
条 

条
例
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
理
由
を
証
明
す
る
書
類
と
は
、
り
災
証
明
書
、
所
得
証
明
書
、
給
与
明
細
書
、
収
入
証
明
書
、
収

入
見
込
申
告
書
そ
の
他
広
域
連
合
長
が
申
請
の
内
容
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
と
す
る
。 

（
保
険
料
の
減
免
の
取
消
し
） 

第
十
八
条 

広
域
連
合
長
は
、
保
険
料
の
減
免
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
と
き
は
、
当
該
保
険
料
の
減
免
の
一
部
又
は
全

部
に
つ
い
て
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

虚
偽
の
申
請
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
保
険
料
の
減
免
を
受
け
た
場
合 

二 

保
険
料
の
減
免
を
受
け
た
理
由
が
消
滅
し
た
場
合 

（
委
任
） 

第
十
九
条 

こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
広
域
連
合
長
が
定
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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（
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
に
係
る
保
険
料
の
減
免
の
割
合
の
特
例
） 

第
二
条 

条
例
附
則
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
を
減
免
す
る
場
合
に
お
け
る
減
免
の
額
は
、
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 
条
例
附
則
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合 

次
の
表
の
損
害
の
程
度
の
区
分
に
応
じ
、
保
険
料
の
額
に
同
表
に
定
め
る 

割
合
を
乗
じ
て
得
た
額 

 
 

備
考 

損
害
の
程
度
と
は
、
り
災
証
明
書
に
お
い
て
証
明
さ
れ
た
損
害
の
程
度
を
い
う
。 

 

二 

条
例
附
則
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
、
第
五
号
、
第
六
号
、
第
七
号
、
第
八
号
又
は
第
九
号
の
規
定
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合 

保
険
料
の
額
の
全
部 

 

三 

条
例
附
則
第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
（
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者
の
事
業
収
入
、
不
動
産

収
入
、
山
林
収
入
又
は
給
与
収
入
の
い
ず
れ
か
が
減
少
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
、
そ
の
減
少
額
（
保
険
金
、
損
害
賠
償
等
に
よ
り
補
て
ん
さ
れ

る
べ
き
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
）
が
前
年
の
当
該
収
入
額
の
十
分
の
三
以
上
で
あ
る
も
の
で
、
か
つ
、
前
年
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す

る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
（
地
方

税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
前
の
金
額
）
の
合
計
額
（
以
下
「
総
所
得

金
額
等
」
と
い
う
。
）
が
千
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
（
前
年
の
総
所
得
金
額
等
か
ら
減
少
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
当
該
収
入
に
係
る
前
年
の

所
得
金
額
（
二
以
上
あ
る
場
合
は
そ
の
合
計
額
）
を
控
除
し
て
得
た
額
が
四
百
万
円
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
事
業
等
を
廃
止
し
、
又

半
壊
（
大
規
模
半
壊
を
含
む
。） 

全
壊 

損
害
の
程
度 

十
分
の
五 

十
分
の
十 

減
免
の
割
合 
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は
失
業
し
た
と
き
。） 

次
の
表
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
中
欄
の
対
象
保
険
料
額
に
同
表
下
欄
の
減
免
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

四 

条
例
附
則
第
十
六
条
第
一
項
第
十
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合 
前
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
準
ず
る
保
険
料
の
減
免
の
額 

２ 

減
免
の
対
象
と
な
る
保
険
料
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
末
日
ま
で
の
間
に
普
通
徴
収
の
納
期
限
が
到
来
す
る

平
成
二
十
二
年
度
の
保
険
料
及
び
平
成
二
十
四
年
三
月
末
日
ま
で
の
間
に
普
通
徴
収
の
納
期
限
（
特
別
徴
収
の
場
合
に
あ
っ
て
は
特
別
徴
収
対
象

年
金
給
付
の
支
払
日
）
が
到
来
す
る
平
成
二
十
三
年
度
の
保
険
料
と
す
る
。
た
だ
し
、
条
例
附
則
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
六
号
に
該
当

 

前
年
の
総
所
得
金
額
等
が
七
百
五
十
万
円
を
超
え
千
万
円
以
下

で
あ
る
と
き 

前
年
の
総
所
得
金
額
等
が
五
百
五
十
万
円
を
超
え
七
百
五
十
万

円
以
下
で
あ
る
と
き 

前
年
の
総
所
得
金
額
等
が
四
百
万
円
を
超
え
五
百
五
十
万
円
以

下
で
あ
る
と
き 

前
年
の
総
所
得
金
額
等
が
三
百
万
円
を
超
え
四
百
万
円
以
下
で

あ
る
と
き 

前
年
の
総
所
得
金
額
等
が
三
百
万
円
以
下
で
あ
る
と
き 

事
業
等
を
廃
止
し
、
又
は
失
業
し
た
と
き 

区
分 

被
保
険
者
の
保
険
料
の
額
に

そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
の
主

た
る
生
計
維
持
者
及
び
当
該

世
帯
に
属
す
る
全
て
の
被
保

険
者
に
つ
き
算
定
し
た
前
年

の
総
所
得
金
額
等
に
占
め
る

減
少
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

る
当
該
収
入
に
係
る
前
年
の

所
得
金
額
（
二
以
上
あ
る
場

合
は
そ
の
合
計
額
）
の
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額 

対
象
保
険
料
額 

十
分
の
二 

十
分
の
四 

十
分
の
六 

十
分
の
八 

十
分
の
十 

減
免
の
割
合 
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す
る
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
末
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
そ
の
行
方
が
明
ら
か
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
月
の
前
月
分
ま
で
の
保
険
料

を
そ
の
対
象
と
し
、
条
例
附
則
第
十
六
条
第
一
項
第
七
号
又
は
第
八
号
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
示
が
あ
っ
た
日
の
属
す
る
月
分
か

ら
の
保
険
料
（
同
項
第
七
号
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
、
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
二
日
に
指
示
が
解
除
さ
れ
た
地
域
に
住
所
を
有
し
て
い
た
者
に

つ
い
て
は
同
年
六
月
分
ま
で
の
保
険
料
）
を
そ
の
対
象
と
し
、
条
例
附
則
第
十
六
条
第
一
項
第
九
号
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
の

通
知
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
分
か
ら
の
保
険
料
を
そ
の
対
象
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
当
該
年
度
に
お
け
る
保
険
料
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
と

き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。 

（
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
令
和
二
年
度
に
お
け
る
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
に
係
る
保
険
料
の
減
免
の
割
合
の
特
例
） 

第
三
条 

条
例
附
則
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
を
減
免
す
る
場
合
に
お
け
る
減
免
の
額
は
、
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
条
例
附
則
第
十
六
条
第
一
項
各
号
の
う
ち
二
以
上
に
該
当
す

る
被
保
険
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
減
免
額
が
最
も
大
き
く
な
る
も
の
を
適
用
す
る
。 

 

一 

条
例
附
則
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合 

次
の
表
の
損
害
の
程
度
の
区
分
に
応
じ
、
保
険
料
の
額
に
同
表
に
定
め
る

減
免
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

備
考 

損
害
の
程
度
と
は
、
り
災
証
明
書
に
お
い
て
証
明
さ
れ
た
損
害
の
程
度
を
い
う
。 

 

二 

条
例
附
則
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
、
第
五
号
、
第
六
号
、
第
七
号
、
第
八
号
又
は
第
九
号
の
規
定
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合 

保
険
料
の
額
の
全
部 

半
壊
（
大
規
模
半
壊
を
含
む
。） 

全
壊 

損
害
の
程
度 

十
分
の
五 

十
分
の
十 

減
免
の
割
合 
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三 

条
例
附
則
第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
（
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者
の
事
業
収
入
、
不
動
産

収
入
、
山
林
収
入
又
は
給
与
収
入
の
い
ず
れ
か
が
減
少
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
、
そ
の
減
少
額
（
保
険
金
、
損
害
賠
償
等
に
よ
り
補
て
ん
さ
れ

る
べ
き
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
）
が
平
成
二
十
二
年
の
当
該
収
入
額
の
十
分
の
三
以
上
で
あ
る
も
の
で
、
か
つ
、
平
成
二
十
二
年
の
地
方
税

法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
七
条

第
一
項
に
規
定
す
る
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
（
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
の
規
定
の

適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
前
の
金
額
）
の
合
計
額
（
以
下
「
総
所
得
金
額
等
」
と
い
う
。
）
が
千
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
（
平
成
二

十
二
年
の
総
所
得
金
額
等
か
ら
、
減
少
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
当
該
収
入
に
係
る
平
成
二
十
二
年
の
所
得
金
額
（
二
以
上
あ
る
場
合
は
そ
の

合
計
額
）
を
控
除
し
て
得
た
額
が
四
百
万
円
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
事
業
等
を
廃
止
し
、
又
は
失
業
し
た
も
の
。
） 

次
の
表
の
区

分
に
応
じ
、
同
表
中
欄
の
対
象
保
険
料
額
に
同
表
下
欄
の
減
免
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

 

平
成
二
十
二
年
の
総
所
得
金
額
等
が
四
百
万
円
を
超
え
五
百
五

十
万
円
以
下
で
あ
る
と
き 

平
成
二
十
二
年
の
総
所
得
金
額
等
が
三
百
万
円
を
超
え
四
百
万

円
以
下
で
あ
る
と
き 

平
成
二
十
二
年
の
総
所
得
金
額
等
が
三
百
万
円
以
下
で
あ
る
と

き 事
業
等
を
廃
止
し
、
又
は
失
業
し
た
と
き 

区
分 

被
保
険
者
の
保
険
料
の
額

に
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯

の
主
た
る
生
計
維
持
者
及

び
当
該
世
帯
に
属
す
る
全

て
の
被
保
険
者
に
つ
き
算

定
し
た
平
成
二
十
二
年
の

総
所
得
金
額
等
に
占
め
る

減
少
す
る
こ
と
が
見
込
ま

れ
る
当
該
収
入
に
係
る
平 

対
象
保
険
料
額 

 

十
分
の
六 

十
分
の
八 

十
分
の
十 

減
免
の
割
合 
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四 

条
例
附
則
第
十
六
条
第
一
項
第
十
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合 

前
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
準
ず
る
保
険
料
の
減
免
の
額 

２ 

減
免
の
対
象
と
な
る
保
険
料
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
保
険
料
額
と
す
る
。 

一 

条
例
附
則
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
該
当
す
る
被
保
険
者
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
第
十
号
の
規
定
に
該
当
す

る
も
の
を
含
む
。
） 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
普
通
徴
収
の
納
期
限
（
特
別
徴
収
の
場
合

に
あ
っ
て
は
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
日
。
以
下
、
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
到
来
す
る
平
成
二
十
二
年
度
相
当
分
、
平
成
二

十
三
年
度
相
当
分
及
び
平
成
二
十
四
年
度
相
当
分
の
保
険
料
額
（
平
成
二
十
四
年
度
相
当
分
の
保
険
料
額
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
四

月
分
か
ら
同
年
九
月
分
ま
で
の
月
割
算
定
額
に
相
当
す
る
保
険
料
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
条
例
附
則
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
六
号

に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
九
月
末
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
そ
の
行
方
が
明
ら
か
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
月
の
前
月
分
ま

で
の
保
険
料
額
を
そ
の
対
象
と
す
る
。 

二 

条
例
附
則
第
十
六
条
第
一
項
第
七
号
に
該
当
す
る
被
保
険
者
（
同
号
に
準
ず
る
者
と
し
て
第
十
号
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
を
含
む
。
） 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
普
通
徴
収
の
納
期
限
が
到
来
す
る
平
成
二
十
二
年
度
相
当
分
、
平

成
二
十
三
年
度
相
当
分
、
平
成
二
十
四
年
度
相
当
分
、
平
成
二
十
五
年
度
相
当
分
、
平
成
二
十
六
年
度
相
当
分
、
平
成
二
十
七
年
度
相
当
分
、

平
成
二
十
八
年
度
相
当
分
、
平
成
二
十
九
年
度
相
当
分
、
平
成
三
十
年
度
相
当
分
、
令
和
元
年
度
相
当
分
及
び
令
和
二
年
度
相
当
分
の
保
険

料
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
指
示
が
あ
っ
た
日
の
属
す
る
月
分
か
ら
の
保
険
料
額
（
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
二
日
に
屋
内
へ
の
退
避
に

係
る
指
示
が
解
除
さ
れ
た
地
域
に
住
所
を
有
し
て
い
た
者
に
つ
い
て
は
、
同
年
六
月
分
ま
で
の
保
険
料
額
並
び
に
平
成
二
十
八
年
度
及
び
平

成
二
十
九
年
四
月
一
日
に
指
定
が
解
除
さ
れ
た
居
住
制
限
区
域
及
び
避
難
指
示
解
除
準
備
区
域
に
居
住
し
て
い
た
者
で
、
平
成
二
十
八
年
の

平
成
二
十
二
年
の
総
所
得
金
額
等
が
七
百
五
十
万
円
を
超
え
千

万
円
以
下
で
あ
る
と
き 

平
成
二
十
二
年
の
総
所
得
金
額
等
が
五
百
五
十
万
円
を
超
え
七

百
五
十
万
円
以
下
で
あ
る
と
き 

成
二
十
二
年
の
所
得
金
額

（
二
以
上
あ
る
場
合
は
そ

の
合
計
額
）
の
割
合
を
乗

じ
て
得
た
額 

十
分
の
二 

十
分
の
四 
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高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
礎
控
除
後

の
総
所
得
金
額
等
を
合
算
し
た
額
が
六
百
万
円
を
超
え
る
世
帯
（
以
下
「
平
成
二
十
八
年
上
位
所
得
層
」
と
い
う
。
）
に
属
す
る
者
の
平
成

二
十
九
年
度
相
当
分
の
保
険
料
額
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
分
か
ら
同
年
九
月
分
ま
で
の
月
割
算
定
額
に
相
当
す
る
保
険
料
）
を

そ
の
対
象
と
す
る
。 

三 

条
例
附
則
第
十
六
条
第
一
項
第
八
号
に
該
当
す
る
被
保
険
者
（
同
号
に
準
ず
る
者
と
し
て
第
十
号
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
を
含
む
。
） 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
普
通
徴
収
の
納
期
限
が
到
来
す
る
平
成
二
十
二
年
度
相
当
分
、
平

成
二
十
三
年
度
相
当
分
、
平
成
二
十
四
年
度
相
当
分
、
平
成
二
十
五
年
度
相
当
分
、
平
成
二
十
六
年
度
相
当
分
、
平
成
二
十
七
年
度
相
当
分
、

平
成
二
十
八
年
度
相
当
分
、
平
成
二
十
九
年
度
相
当
分
、
平
成
三
十
年
度
相
当
分
、
令
和
元
年
度
相
当
分
及
び
令
和
二
年
度
相
当
分
の
保
険

料
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
指
示
が
あ
っ
た
日
の
属
す
る
月
分
か
ら
の
保
険
料
額
（
緊
急
時
避
難
準
備
区
域
の
設
定
に
係
る
原
子
力
災
害

対
策
本
部
長
の
指
示
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
区
域
に
居
住
し
て
い
た
者
で
、
平
成
二
十
五
年
の
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行

令
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
を
合
算
し
た
額
が
六
百
万
円
を
超
え
る
世
帯
（
以
下
「
平
成
二
十

五
年
上
位
所
得
層
」
と
い
う
。
）
に
属
す
る
者
の
平
成
二
十
六
年
度
相
当
分
の
保
険
料
額
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
分
か
ら
同
年

九
月
分
ま
で
の
月
割
算
定
額
に
相
当
す
る
保
険
料
）
を
そ
の
対
象
と
す
る
。 

四 

条
例
附
則
第
十
六
条
第
一
項
第
九
号
に
該
当
す
る
被
保
険
者
（
同
号
に
準
ず
る
者
と
し
て
第
十
号
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
を
含
む
。
） 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
普
通
徴
収
の
納
期
限
が
到
来
す
る
平
成
二
十
二
年
度
相
当
分
、
平

成
二
十
三
年
度
相
当
分
、
平
成
二
十
四
年
度
相
当
分
、
平
成
二
十
五
年
度
相
当
分
、
平
成
二
十
六
年
度
相
当
分
、
平
成
二
十
七
年
度
相
当
分
、

平
成
二
十
八
年
度
相
当
分
、
平
成
二
十
九
年
度
相
当
分
、
平
成
三
十
年
度
相
当
分
、
令
和
元
年
度
相
当
分
及
び
令
和
二
年
度
相
当
分
の
保
険

料
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
の
通
知
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
分
か
ら
の
保
険
料
額
（
平
成
二
十
五
年
度
以
前
に
指
定
が
解
除
さ
れ

た
特
定
避
難
勧
奨
地
点
に
居
住
し
て
い
た
者
で
、
平
成
二
十
五
年
上
位
所
得
層
に
属
す
る
者
の
平
成
二
十
六
年
度
相
当
分
の
保
険
料
額
に
つ

い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
分
か
ら
同
年
九
月
分
ま
で
の
月
割
算
定
額
に
相
当
す
る
保
険
料
並
び
に
平
成
二
十
六
年
度
に
指
定
が
解
除
さ

れ
た
特
定
避
難
勧
奨
地
点
に
居
住
し
て
い
た
者
で
、
平
成
二
十
六
年
上
位
所
得
層
に
属
す
る
者
の
平
成
二
十
七
年
度
相
当
分
の
保
険
料
額
に

つ
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
分
か
ら
同
年
九
月
分
ま
で
の
月
割
算
定
額
に
相
当
す
る
保
険
料
）
を
そ
の
対
象
と
す
る
。 
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３ 

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者
の
う
ち
、
平
成
二
十
九
年
度
以
前
に
指
定
が
解
除
さ
れ
た
居
住
制
限
区
域
及
び
避
難
指
示
解
除
準
備
区

域
に
居
住
し
て
い
た
者
並
び
に
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者
の
う
ち
、
計
画
的
避
難
区
域
の
設
定
に
係
る
原
子
力
災
害
対
策
本
部
長
の

指
示
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
区
域
に
居
住
し
て
い
た
者
で
、
平
成
二
十
九
年
度
以
前
に
指
定
が
解
除
さ
れ
た
居
住
制
限
区
域
又
は
避
難
指
示
解

除
準
備
区
域
に
居
住
し
て
い
た
者
及
び
緊
急
時
避
難
準
備
区
域
の
設
定
に
係
る
原
子
力
災
害
対
策
本
部
長
の
指
示
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
区
域

に
居
住
し
て
い
た
者
並
び
に
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者
で
、
令
和
元
年
の
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十

九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
を
合
算
し
た
額
が
六
百
万
円
を
超
え
る
世

帯
（
以
下
「
令
和
元
年
上
位
所
得
層
」
と
い
う
。）
に
属
す
る
者
の
令
和
二
年
度
相
当
分
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
減
免
の
対
象
と
し
な
い
。
た

だ
し
、
旧
居
住
制
限
区
域
、
旧
避
難
指
示
解
除
準
備
区
域
及
び
旧
帰
還
困
難
区
域
の
一
部
で
、
令
和
元
年
度
に
指
定
が
解
除
さ
れ
た
区
域
に
居

住
し
て
い
た
令
和
元
年
上
位
所
得
層
の
者
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
四
月
分
か
ら
同
年
九
月
分
ま
で
の
月
割
算
定
額
に
相
当
す
る
保
険
料
額
を

そ
の
対
象
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
当
該
年
度
に
お
け
る
保
険
料
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
と

き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染
し
た
被
保
険
者
等
に
係
る
傷
病
手
当
金
） 

第
四
条 

条
例
附
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
広
域
連
合
長
に
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
二
年
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
条
例
第
三
号
）
附
則
の
規
則
で
定
め
る
日
は
、
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
保
険
料
の
減
免
の
特
例
） 

第
五
条 

条
例
附
則
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
を
減
免
す
る
場
合
に
お
け
る
減
免
の
額
は
、
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
条
例
附
則
第
四
十
二
条
第
一
項
各
号
の
う
ち
、
い
ず
れ
に
も
該
当
し
た
と
き
は
、
そ
の

減
免
額
の
大
き
い
も
の
を
適
用
す
る
。 

 

一 

条
例
附
則
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合 

保
険
料
額
の
全
部 
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二 

条
例
附
則
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合 

次
の
算
式
に
よ
っ
て
算
出
し
た
対
象
保
険
料
額
に
、
表
の
前
年
の
合
計

所
得
金
額
の
区
分
に
応
じ
た
減
免
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額 

 
 

 
算
式 

  
 
 
 

 
 

算
式
の
符
号 

Ａ 

同
一
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
つ
い
て
算
定
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
保
険
料
額 

Ｂ 

世
帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者
の
減
少
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
事
業
収
入
等
に
係
る
前
年
の
所
得
額
（
減
少
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る

事
業
収
入
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
は
そ
の
合
計
額
） 

Ｃ 

被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者
及
び
当
該
世
帯
に
属
す
る
全
て
の
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
前
年
の
合
計
所
得
金 

 
 

 
 

額 

 

七
百
五
十
万
円
以
下
で
あ
る
と
き 

五
百
五
十
万
円
以
下
で
あ
る
と
き 

四
百
万
円
以
下
で
あ
る
と
き 

三
百
万
円
以
下
で
あ
る
と
き 

世
帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額 

十
分
の
四 

十
分
の
六 

十
分
の
八 

十
分
の
十 

減
免
の
割
合 

 

対
象
保
険
料
額
＝
Ａ
×
Ｂ
／
Ｃ
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備
考 
世
帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者
の
事
業
等
の
廃
止
や
失
業
の
場
合
に
は
、
世
帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
に
か
か
わ

ら
ず
、
減
免
の
割
合
は
十
分
の
十
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
当
該
年
度
に
お
け
る
保
険
料
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
と
き 

は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

減
免
対
象
期
間
中
に
既
に
徴
収
し
た
保
険
料
が
あ
る
と
き
に
つ
い
て
は
、
徴
収
前
に
減
免
の
申
請
が
出
来
な
か
っ
た
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ 

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
遡
っ
て
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

条
例
附
則
第
四
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
等
の
提
出
は
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
二
三
年
規
則
第
六
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
二
四
年
規
則
第
六
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
五
年
規
則
第
五
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
六
年
規
則
第
一
〇
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
七
年
規
則
第
八
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
八
年
規
則
第
八
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

千
万
円
以
下
で
あ
る
と
き 

十
分
の
二 
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附 

則
（
平
成
二
九
年
規
則
第
六
号
） 

 
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
三
〇
年
規
則
第
二
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 
則
（
令
和
元
年
規
則
第
三
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
和
二
年
規
則
第
三
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
和
二
年
規
則
第
四
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
和
二
年
規
則
第
五
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
和
二
年
規
則
第
六
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
和
二
年
規
則
第
八
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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第１号様式（第２条関係） 

後期高齢者医療障害認定申請撤回書 

被
保
険
者 

被保険者番号          

氏    名 
  

昭和  年 月 日生 
男
・
女 

居  住  地 
 

保 険 者 名 
(保険者番号) 

 
       青森県後期高齢者医療広域連合 
 
 

３ ９       

 
 年 月 日をもって高齢者の医療の確保に関する法律第５０条第２号

の規定による障害認定の申請を撤回します。 
 
青森県後期高齢者医療広域連合長 様 

 
     年  月  日 
 
  申請者      住所 
           氏名               印 
 

（委 任 状） 
  私は、         を代理人と定め、障害認定申請の撤回に関す

る権限を委任する。 
 
  被保険者      住所 
            氏名               印 
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第２号様式（第４条関係） 
後期高齢者医療被保険者資格（取得・喪失）証明書交付申請書 

 
 
 
 
 
 医療保険者へ後期高齢者医療の被保険者資格の得喪に係る届出をするため、証

明書の交付を申請します。 
 
 
 
 
 
 
 
      

     年  月  日 
 
                    
               申 請 者 

（被保険者）   住所 
                       氏名         印 
 
 
 
   青森県後期高齢者医療広域連合長 様 
 
 
 広域連合受付 市町村受付 

   



2460 

第３号様式（第５条関係） 
高齢者の医療の確保に関する法律による認定証明書交付申請書 

 
 
 
     年  月  日     都・道・府・県    市・区・町・村に

転出するので 
高齢者の医療の確保に関する法律第 50 条第２号の規定による障害認定を受けたことの証明書 

高齢者の医療の確保に関する法律施行令第14条第４項の規定による特定疾病の認定を受けたこと

の証明書  

 
 の交付を申請します。 
 
 
 
 
 
 
 
           年  月  日 
 
                   旧住所 
               申請者 新住所 
                   氏 名 
 
 
   青森県後期高齢者医療広域連合長 様 
 
 
 広域連合受付 市町村受付 
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第４号様式（第６条関係） 
高齢者の医療の確保に関する法律による負担区分等証明書交付申請書 

 
 
     年  月  日     都・道・府・県    市・区・町・村に

転出するので、本人及び同一世帯に転出する以下の者に係る高齢者の医療の確保

に関する法律第６７条の規定による一部負担金の区分等の証明書の交付を申請し

ます。 
 
                    氏 名              
 
                    氏 名              
 
                    氏 名              
 
                    氏 名              
 
                    氏 名              
 

     年  月  日 
 
                   旧住所 
               申請者 新住所 
                   氏 名 
 
 
   青森県後期高齢者医療広域連合長 様 
 
 
 広域連合受付 市町村受付 
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第５号様式（第７条関係） 
被用者保険の被扶養者であった証明書交付申請書 

 
 
     年  月  日     都・道・府・県    市・区・町・村に

転出するので、高齢者の医療の確保に関する法律第 99 条第２項に規定する被用

者保険の被扶養者であったことの証明書の交付を申請します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           年  月  日 
 
                   旧住所 
               申請者 新住所 
                   氏 名 
 
 
   青森県後期高齢者医療広域連合長 様 
 
 
 広域連合受付 市町村受付 
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第６号様式（第８条、第１３条、第１７条関係） その１ 
  年  月  日 

 
青森県後期高齢者医療広域連合長 様 
 

申告者 住所 
 
氏名        印 

 
収入見込申告書 

 
私の世帯主の総収入見込みは、下記のとおり相違ありません。 
 

記 
 

本年中の収入等の見込額 

氏  名 収入の種類 収入金額① 必要経費② 所得金額③ 
     

 

    
    
    
    
    

援助・仕送りした者の住所・氏名  
 
備考 
１ 年間の見込額が推定できない場合は、1 月から申請時現在までの実績額より

算出し記入してください。 
２ 非課税収入（雇用・労災保険、遺族年金、障害年金、児童扶養手当、援助、

仕送り等も）記入してください。 
３ 給与・年金・退職金は、税金等控除前の合計額を①欄に記入してください。 
４ ②欄及び③欄については、給与・年金・退職金その他非課税収入以外の所得

がある方のみ記入してください。 
５ 収入のうちその内容を証明できる書類のあるもの（給与明細書、年金振込通

知書、源泉徴収票、雇用保険受給資格者証、帳簿等）は、その写しをこの申告

書に添付してください。 
６ 第６号様式（その２）も提出してください。 
７ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦長としてください。 
（提出先：市町村の窓口） 
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その２ 
◎１月から申請時現在までの事業所得等の内訳（事業主氏名         ） 

 収入金額（実績額） 必要経費等（実績額） 
１月 円 仕入金額 円 
２月 円 貸倒金 円 
３月 円 給料賃金 円 
４月 円 外注工賃 円 
５月 円 地代家賃 円 
６月 円 利子割引料 円 
７月 円 減価償却費 円 
８月 円  円 
９月 円  円 
10 月 円  円 
11 月 円  円 
12 月 円  円 

合計（ア） 円 経費合計（イ） 円 

年間見込額 
（ア）      円÷  か月×１２か月＝①          円 
（イ）      円÷  か月×１２か月＝②          円 

事業所得等の年間見込額 ①－②＝③          円 
備考 

１ ①、②及び③は、様式第６号（その１）収入見込申告書の本年中の収入等の見込額の

表のそれぞれ①欄、②欄及び③欄へ転記してください。 
２ 「必要経費等」で表示にない項目は、経費等の名称とその金額を記入してください。 

 
◎給与収入・年金・非課税収入等の内訳：（ ）には収入の種類を記入してください。 
氏名     
 収入金額（ ） 収入金額（ ） 収入金額（ ） 収入金額（ ） 

１月 円 円 円 円 
２月 円 円 円 円 
３月 円 円 円 円 
４月 円 円 円 円 
５月 円 円 円 円 
６月 円 円 円 円 
７月 円 円 円 円 
８月 円 円 円 円 
９月 円 円 円 円 
10 月 円 円 円 円 
11 月 円 円 円 円 
12 月 円 円 円 円 
賞与等 円 円 円 円 
合計④ 円 円 円 円 

備考 
１ ④は、第６号様式（その１）収入見込申告書の本年中の収入等の見込額の表の①欄へ

転記してください。 
２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦長としてください。 

（提出先：市町村の窓口） 
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第７号様式（第１０条関係） 
第 三 者 行 為 に よ る 被 害 届 

被保険者証記号番号  給 付 開 始 年 月 日     年  月  日 

被

害

者 

住 所  

氏 名 
 性  別 

男 ・ 女 
職  業 

電話番号 

生 年 月 日 明 大 昭  年  月  日 

加

害

者 

住 所  

氏 名 
 性  別 

男 ・ 女 
職  業 

電話番号 

生 年 月 日 明 大 昭 平  年  月  日 

使用者住所  

使用者氏名 
 性  別 

男 ・ 女 
職  業 

電話番号 

生 年 月 日 明 大 昭 平  年  月  日 

負

傷

の

状

況 

負傷年月日  
場 所  

負傷の程度  

治ゆまでの見込みの①入院    日②通院    日③治ゆ費        円 

医療機関の所在地 
電話番号 

医療機関の名称 
 

自

動

車

保

険

の

有

無 

保有者住所 
電話番号 氏 名  

自動車登録 
番 号 

 車 台 
番 号 

 

自賠責保険 
契 約 会 社 

 
所在地 

 証明書 
番 号 

 

任 意 保 険 
契 約 会 社 （担当者名     ） 所在地 

 証明書 
番 号 

 

損害賠償に関する 
交 渉 の 経 過 

 

         
    高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第 46 条の規定により上記のとおりお届けします。 

 
     年    月    日 

 
青森県後期高齢者医療広域連合長  様 

住  所 
 

氏  名                     印 
注 １ この届は後期高齢者医療の被保険者が被害を受けた場合に提出してください。また、できるだけ詳細に記入してください。 
  ２ 自動車の引逃げ等で障害者が不明の場合はその旨を書いてください。 

 ３ この届に、交通事故証明書、事故発生状況報告書、念書、誓約書、示談書の写し（示談書が作成されている場合）等必要 
書類を添えて提出してください。  
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